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令和６年第１回（２月）伊豆市伊豆の国市廃棄物処理施設組合議会定例会 

 

議 事 日 程（第１号） 

令和６年２月９日（金曜日）午前９時30分開会 

日程第１ 会議録署名議員の指名 

日程第２ 会期の決定 

日程第３ 諸般の報告 

日程第４ 行政報告 

日程第５ 一般質問 

日程第６ 議案第１号 静岡県市町総合事務組合規約の変更についての専決処分の報告

及び承認について 

日程第７ 議案第２号 令和６年度伊豆市伊豆の国市廃棄物処理施設組合会計予算 

日程第８ 議案第３号 伊豆市伊豆の国市廃棄物処理施設組合管理者等の損害賠償責任 

            の一部の免責に関する条例の一部を改正する条例の制定につい 

て 

日程第９ 議案第４号 伊豆市伊豆の国市廃棄物処理施設組合監査委員の選任について 

 

-------------------------------------------------------------------------------- 

本日の会議に付した事件 

 議事日程に同じ 

-------------------------------------------------------------------------------- 

出席議員（８名） 

    １番 小 川 多美子 君     ２番 飯 田  大  君 

    ３番 間 野 みどり 君     ４番 永 岡 康 司 君 

    ５番 山 本 昭 彦 君     ６番 内 田 隆 久 君 

    ７番 小 澤 五月江 君     ８番 田 中 正 男 君 

-------------------------------------------------------------------------------- 

地方自治法第121条により説明のため出席した者の職氏名 

 管 理 者  菊 地   豊 君    副 管 理 者  山 下 正 行 君 

 会計管理者  原   恵 子 君    施 設 係 長  山 地 浩 司 君 

 施 設 係 長  駒 坂 昭 夫 君     

-------------------------------------------------------------------------------- 

職務のため出席した者の職氏名 

 書 記  滝 川 和 代      
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開会 午前９時30分 

 

◎開会の宣告 

○議長（小澤五月江君） 皆様、おはようございます。これより令和６年第１回伊豆市伊

豆の国市廃棄物処理施設組合議会２月定例会を開会いたします。 

 

◎開議の宣告 

○議長（小澤五月江君） ただいまの出席議員は８名であります。定足数に達しておりま

すので、会議は成立しました。直ちに本日の会議を開きます。 

 

      ◎議事日程の報告  

○議長（小澤五月江君） 議案説明のため、地方自治法第121条の規定により、管理者以下

関係職員の出席を求めましたので、ご報告申し上げます。 

  なお、事務局長におかれましては、欠席の連絡がありました。 

本日の議事日程は、お手元に配付したとおりでございます。 

 

◎会議録署名議員の指名 

○議長（小澤五月江君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。会議録署名議員

は、会議規則第81条の規定により、１番、小川多美子議員、２番、飯田大議員を指名い

たします。 

 

◎会期の決定 

○議長（小澤五月江君） 日程第２、会期の決定を議題といたします。本定例会の会期は、

本日の１日といたしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

○議長（小澤五月江君） 異議なしと認めます。よって、会期は本日の１日と決定しまし

た。 

 

◎諸般の報告 

○議長（小澤五月江君） 日程第３、諸般の報告を行います。監査委員からの法に基づく

例月出納検査及び定期監査の結果の報告につきましては、お手元に配付した資料のとお

りでございます。以上で諸般の報告を終わります。 

 

◎行政報告 

○議長（小澤五月江君） 日程第４、行政報告を行います。管理者より、発言を求められ

ておりますので、これを許します。管理者。 

〔管理者 菊地豊君登壇〕 

○管理者（菊地豊君） 皆さんおはようございます。令和６年第１回伊豆市伊豆の国市廃

棄物処理施設組合議会定例会の冒頭に当たり、行政報告を申し上げます。 

昨年１月からの「クリーンセンターいず」の稼働開始から１年が経過し、設備の状態

は元より、運営についても大きな問題やトラブルも無く、順調にスタートしております。 

それでは、令和５年１月から12月までの１年間の実績をご報告いたします。 

まずは、ごみの受け入れ量ですが、21,921tとなり、計画していた量より若干多い量と
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なっております。総受入量に対する伊豆市と伊豆の国市のごみ量の比率は、伊豆市

40.41％、伊豆の国市59.59％となり、計画ごみ量と比較すると、伊豆市の割合が若干増

えております。 

また、発電事業ですが、１年間で8,271МWh（メガワットアワー）を発電し、このうち

の4,889МWhを売電いたしました。１年間のバイオマス比率は51.10%となっております。

売電収入は、１年間で6,883万円となり、このうちバイオマス発電によるＦＩＴ電力の収

入は4,794万円、非ＦＩＴ電力の収入は2,089万円となりました。 

  次に、煙突から排出される排ガスの測定につきましては、「窒素酸化物」や「塩化水素」

などは常時監視し、分析に時間を要する「ダイオキシン類」について、いずれも自主基

準値を大きく下回る数字となっており、組合ホームページから確認いただけます。 

  施設の見学については、組合が対応しました、県内外からの行政視察を25団体受け入

れた他、一般の団体や自由見学で訪れた1,940人の方に、施設を見学していただきました。 

運営が開始され、今後も長きにわたり、近隣住民の皆様、周辺地区の皆様には、多く

のご協力をお願いするとともに、「地域に愛される施設」となるよう、努めていきたいと

思います。 

また、以前議会でもご報告申し上げましたが、この施設は完成しましたがこの事業は

まだ完了しておりません。「広域一般廃棄物処理施設に関する基本協定書（平成 27年１

月）」この協定書がございますが、この別紙２「広域一般廃棄物処理施設の建設に伴う地

域振興について」、当時管理者だった伊豆の国市長、それから伊豆市長、それから佐野区

長の３名の協定書でございます。 

  その（１）県道修善寺天城湯ヶ島線の梶山から尾崎区間の通学路の整備について、静

岡県に要望し、早期実現のため最大限の努力をする。ただし、整備には時間を要するた

め、伊豆市での仮設歩道設置に向けた取組みを行う。これは、事業地が決定して速やか

に仮設の歩道は設置をいたしました。現在、梶山から尾崎まで工事中であり、この工事

が完了すれば、この（１）は約束を果たすことになります。 

（２）区内の県道修善寺天城湯ヶ島線の整備について、広域一般廃棄物処理施設の整

備完了予定である平成 33年度までに当該県道を整備するよう静岡県に要望し、早期実現

のため最大限の努力をする。この箇所がまだ事業化されておりません。構想開始から事

業地決定まで、17年の長きを要したこの事業でございます。その間、この佐野地元区の

ご苦労、そして受け入れてくださった地域住民の皆様に改めて感謝し、そして私どもの

約束はしっかり果たしていく、この事業がまだ完了しておりませんので、今後とも引き

続きご理解とご支援をよろしくお願いいたします。 

○議長（小澤五月江君） 以上で行政報告を終わります。 

 

◎一般質問 

○議長（小澤五月江君） 行政報告が終わりましたので、日程第５、一般質問を行います。 

今回は２名の議員より発言の通告がございました。質問は受付順に発言を許可します。

申し合わせにより、１回目の発言は登壇し一括質問とし、２回目以降は自席で１問１答

方式ということでお願いいたします。また、質問時間は、再質問を含めて30分以内とさ

れておりますので、通告時間内でお願いいたします。なお、質問通告時間の残りにつき

ましては、５分ごとに表示し、５分前からは１分毎に表示します。また、終了３分前と

１分前には、ベルにて残り時間をお知らせいたします。 

これより、順次質問を許可します。最初に６番、内田隆久議員。 

[６番 内田隆久君登壇] 
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○６番（内田隆久君） 皆さんおはようございます。議席番号６番、内田隆久です。発言

通告書に基づきまして一般質問を始めます。 

1．廃棄物処理施設組合令和５年度決算の見通しと、令和６年度予算について。伊豆市

伊豆の国市廃棄物処理施設は、令和５年１月に稼働を開始し、１年が経ちました。令和

５年度決算見通しと、令和６年度予算の算出根拠について、以下の通り伺います。（１）

令和５年度予算の構成市負担金は、令和３年度一般廃棄物処理事業実態調査のごみ量に

基づいて算出され、両市で４億6,500万円となっている。令和５年度の両市のごみ量はど

のぐらいになる見通しか。また、令和５年度決算の構成市実質負担金（両市の組合運営

費、施設運営業務費）の見通しはいくらか。（２）令和５年度の売電量と、その金額はい

くらになると予想しているか。また、売電システムはどうなっているのか。 

２．両市の人口減少に対する今後の対応について、廃棄物処理施設計画では、2040年

の伊豆市の人口を2万3,000人、伊豆の国市を4万2,688人としているが、現在時点の人口

問題研究所の推計では、2040年の伊豆市の人口は1万8,265人、伊豆の国市は3万7,973人

となっている。今後の人口減少や、ごみの減量化が、廃棄物処理施設の運営に与える影

響はどうか。また、その対策についてどのように考えているか。 

３．災害ごみについて、本年１月１日に最大震度７を記録した能登半島地震が起こっ

た。南海トラフ大地震の発生が危惧されている当地においても、他人ごととは思えない

状況で、クリーンセンターいずの災害発生時の対応について確認し、対策を講ずる必要

性を感じる。以下、災害ごみの処理について伺う。（１）災害発生時にクリーンセンター

いずに持ち込む災害ごみについてのルールはどうなっているのか。（２）持ち込みができ

る災害ごみは、何か。また持ち込みできないごみは何か。また災害ごみを持ち込む際の

手続きはどのようになっているか。（３）現在の災害発生時に受け入れ可能な災害ごみ量

はいくらか。以上です。 

○議長（小澤五月江君） 内田議員の質問に対し、答弁を願います。管理者。 

[管理者 菊地豊君登壇] 

○管理者（菊地豊君） お答えします。まず、令和５年度の構成市のごみ量と実質負担金

の見込みについてでございます。稼働が開始した昨年１月から12月までの１年間のごみ

量から推計しますと、当初計画していました年度ごとの年間計画搬入量よりも若干多い

約２万1,900ｔぐらいになると予想しております。令和５年度決算に伴う構成市負担金の

精算につきましては、８月定例会において報告させていただきますが、売電収入が伸び

ていますので、令和６年度において精算した後の令和５年度実質負担金は、伊豆市が約

１億8,000万円、伊豆の国市が約２億4,000万円くらいになると思われます。 

次に売電量と金額について、12月までの１年間の実績から推計しますと、年間売電量

が約4,800МWh、売電額は6,000万円を超えると予想しております。売電のシステムにつ

きましては、バイオマス比率により分かれており、バイオマス由来により発電されたＦ

ＩＴ電力として東京電力パワーグリッドに売る分と、非ＦＩＴ分として荏原環境プラン

トに売る分に分かれています。実質負担金は概ね事業計画した通りで推移しており、売

電についてはですね、もちろん負担軽減も期待はしておりますが、私の視点で最も大切

だったのは、停電したときにも稼働できるということです。大きな災害が起こり、長期

にわたり停電が起こった場合にも、しっかり自ら発電してこの焼却事業を継続できる。

ここがですね、なくてはならない機能ですので、経済効果とともに、その点はぜひ引き

続きご理解いただけるよう、よろしくお願いいたします。 
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次に、今後の人口減少やごみの減量化の影響と対策について、現在の施設規模を決め

るにあたっては、基本計画において、2040年までの人口ごみ量を推計しております。ご

み量の減少に対する影響は、発電量や売電量の減少、委託費にかかるごみ量割に係る減

額、構成市における灰処理コストの減少などが考えられますが、ごみの処理につきまし

ては、一炉運転が増加するなどはあると思われますが、大きな影響はないと考えており

ます。なお、私が記憶しておりますところでは、ごみの処理量は、事業開始から終わる

までに10％程度減少する見込みだったと記憶しております。ただ当時から申し上げてお

りましたが、人口減少はごみ量の減量にそのまま繋がるものではございません。ごみの

排出量は一般的には経済状況等に比例をいたします。伊豆市、伊豆の国市で宿泊客数が

約150万人、観光交流客数が約500万人いるわけです。この方々の消費量が増えれば、あ

るいは、観光交流客数が増えれば確実にごみの量は増えてまいります。そして、伊豆の

国市、伊豆市ともに観光振興政策の中では、この数字は増やす計画になっているはずで

す。従って人口減少がそのままごみの処分量には繋がらない。むしろ私達は今、増やそ

うと、行政は努力しているわけですから、一概にですね、ごみの処理量は減っていくと

いう前提では私は考えておりません。 

最後に極めて重たい課題の災害ごみの処理についてでございます。まず、クリーンセ

ンターいずに持ち込む災害ごみについてのルールについて、まずは構成市で仮置き場を

設置して受け入れ、分別をした後で不燃物は構成市で処理し、可燃物はクリーンセンタ

ーいずに搬入されます。搬入される可燃物の条件は、原則50センチ以下の燃やせるごみ

が基本となります。災害時には様々なごみが排出されると思いますが、このような状況

下において、危険物の混入による火災や機器の故障による施設の停止は極めて影響が大

きいことから、組合としては、搬入される災害ごみはきっちりと分別されることが重要

となります。特に、リチウムイオン電池、ガスなどのボンベ類、炭や灰など、火災発生

の危険性が高いものは確実に分別されなければなりません。搬入の手続きについては、

受け入れの計量の際に、災害ごみと一般ごみと別に集計し受け入れます。受け入れ可能

な災害ごみは年間約3,300ｔ、１日当たり約７ｔと考えております。当初から通常ですね、

処理する量は約75ｔ、これ10％程度の予備を加えて82ｔと計算しておりますので、この

施設のキャパシティの10％程度を予備、災害時にも対応できると計画をいたしました。 

ただ、様々な被災地をこれまで視察してまいりましたが、まずは近くに近くというか

被災地近くに仮置き場を設け、それから確実に分別するためのですね、集約した２次置

き場というんでしょうか。台風19号では伊豆の国市さんでは、スポーツワールドに集積

されたんでしょうか。伊豆市はまだそのような大規模な場所は設定しておりませんが、

そこで、建設業事業者等に委託をして、確実に分別していただく。そしてその中から燃

えるごみをここに直接搬入できるのかと考えますと、やはりこの施設の近傍に災害廃棄

物で、かつ燃えるごみを集約する場所が必要なんだなんだろうと思います。そして、被

災地で現状を伺うと、この災害後の廃棄物は３段階で増えていきます。まず「最初の災

害廃棄物」、次に「片づけ廃棄物」、そして最後に事実として大変困るんですけども、「つ

いでに廃棄物」というのがあって、この際と言って持ってくるものがどんどん増えてい

く。そのようなことを考えますと、両市において、分別までのですね、災害廃棄物対応

のための空間といいますか、土地といいますか、これをやはり平時からしっかり準備し

ておくことが大切かと思われます。以上です。 
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○議長（小澤五月江君） 答弁が終わりましたので、再質問を許します。再質問ございま

すか。内田議員。 

○６番（内田隆久君） ６番、内田です。それでは、再質問をさせていただきたいと思い

ますけども、最初の両市の負担の関係なんですが、令和６年度予算については令和４年

度の実績に基づいて算出されているということで、令和４年度の焼却ごみ量の計画につ

いては、2万1,527ｔで、実績が2万2,074ｔでしたので、計画を上回ったということで順

調にきているものというふうに感じております。その令和４年度実績と令和５年度見込

みを今日直近の数字を知りたくてですね、お伺いしたわけですけれども、これについて

もですね、先ほど管理者の方から報告があった通り、ほぼ計画通り来てるというふうに

お伺いをいたしましたので、次の（２）の方の質問に移りたいと思います。 

売電の関係なんですけれども、これ、元々そのシステムがですね、私の振り返るとこ

ろがあるんですけれども、そのＦＩＴ発電と非ＦＩＴということについて、少しお伺い

したいと思うんですが、先ほどの行政報告の中にもございましたけれども、売電事業が

１年間で8,271МWhを発電し、このうち4,889МWhを売電いたしました。１年間のバイオ

マス比率は51.1％となっております。売電収入は１年間で6,883万円となり、このうちバ

イオマスによるＦＩＴ電力の収入は4,794万円、非ＦＩＴ電力の収入は2,089万円となり

ました。このＦＩＴ電力とですね、非ＦＩＴ電力の収入というとこら辺が、少し私よく

わからないところでございまして、全体が8,721МWhというのは、この施設にある発電機

で発電される量で、そのうち4,889МWhを売電しました、という部分がＦＩＴ電力という

ふうに捉えればよろしでしょうか。 

○議長（小澤五月江君） 管理者。 

○管理者（菊地豊君）  数字はですね、後で事務局から説明させますけれども、この点

について、環境省と全国市長会でかなり温度差がありまして、環境省は、まさにその地

球温暖化対策として、プラスチック等をしっかり分けて、こういった木質バイオ系のも

のに集中しなさいということなんですが、市長会の方はやっぱり現場を持ってますから、

この施設と同じような設計をしているところたくさんあるわけですね。そうすると汚れ

たプラスチックとかは全部分別させなくてもですね、ちゃんと償却してその熱エネルギ

ーを使えばいいではないかというのは、全国市長会の意見なんですね。で、私はさらに

この場で行政を預かってるものとして、人間の行動を経済学の観点から見てですね、理

想通りに全部分別してプラスチック等も全部分けてですね、こちらはバイオ由来のもの

に限定をしてということを厳しく市民の皆さんに要求してその結果、面倒くさいからと

いって山に捨てられたら逆効果ではないでしょうか。伊豆の国市さんでも例があったし、

伊豆市でも山の中に行けば、タイヤとか布団とかプラスチックとかいっぱい落っこちて

るわけですね。従って、その木質バイオ系で売電価格を上げたいというのはその通りな

んですが、しかし、人間のその日々の生活の中で汚れた物、壊れたプラスチックなどは

むしろ川に捨てて駿河湾に流すよりも、焼却してその熱エネルギーを回収して電気にし

た方がより地球環境にとっては優しいではないか、という立場を私はとっているわけで

す。 

従って、人間の生活の通常、市民の皆さんが受け入れられる範囲内で適切に分別をし

て、そして、やむなく燃やすものについては、それがＦＩＴ対象であろうがなかろうが、

むしろ熱エネルギーとして回収して電気に使って変えていく、そのことが私は望ましい

と思っておりますので、ここにあまり集中しているわけではございません。そのＦＩＴ
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と非ＦＩＴの計算の仕方については、事務局から説明をさせます。 

○議長（小澤五月江君） 事務局。 

○事務局（駒坂昭夫君） 内田議員からのご質問にお答えいたします。先ほどお話があり

ました１年間で8,271МWhと、売電した4,889МWhについてですが、こちらのうちの4,889

МWhは売電した部分ですね。こちらの約51％がＦＩＴ電力になるということになります。

ですので、残りの48.9％が非ＦＩＴ分ということになります。以上です。 

○議長（小澤五月江君） 再質問を許可します。内田議員 

○６番（内田隆久君） ６番、内田です。4,889МWhを売電して、それで51％がバイオマス

というのをどうやって分けるんですか。これ同じプラントで焼却していって、バイオマ

ス部分が51％っていうのはどうやって、具体的に分けるんでしょうか。 

○議長（小澤五月江君） 事務局。 

○事務局（駒坂昭夫君） 先ほどのご質問についての回答ですけれども、この51.1％のバ

イオマス比率ですが、毎月こちらのごみ質を調査しております。ごみの中にどんな成分

が入ってるかということで、そのうちのバイオマスに当たる部分っていうのを調査して、

毎月バイオマスに入ってる部分が例えば４月は60％でしたよ、５月は45％でしたよって

いうような形で毎月。ですので、バイオマスの比率が実際変わっております。１年間を

平均すると、今回でいいますと、51.1％だったということになります。以上です。 

○議長（小澤五月江君） 内田議員。 

○６番（内田隆久君） ６番、内田です。これ、当初ですね６割４割っていうような概略

の説明がされてたと思うんですけども、そこら辺と今回の51％っていうのは、これ結果

的に６割４割って踏んでたんだけれども、実際測ったらそうだったっていうことなんで

しょうか。 

○議長（小澤五月江君） 事務局。 

○事務局（駒坂昭夫君） はい、おっしゃる通りで、当初の予定が６割４割ぐらいという

ことで、当時の構成市のごみ質から調査させていただいた数値を採用していましたけれ

ども、実際今の状況は、約50％50％ぐらいになるんでしょうか、という割合が平均値に

なっております。以上です。 

○議長（小澤五月江君） 内田議員。 

○６番（内田隆久君） ６番、内田です。それでですね、ＦＩＴ電力と非ＦＩＴの売電価

格なんですが、令和４年の２月の伊豆の国市の全員協議会で説明していただいたときに

は、ＦＩＴが17円、非ＦＩＴが8.5円というふうに、説明をされていましたけれども、そ

れは今、その通りになっているんでしょうか。 

○議長（小澤五月江君） 事務局。 

○事務局（駒坂昭夫君） ＦＩＴ電力につきましては17円、これ税抜き価格ですけども、

変わりありません。非ＦＩＴ電力につきましては、時期、例えば夏場の時期と夏場以外

の時期、あと昼間と夜間で売電単価が変わっております。多分全協の当時は8.5円ぐらい

だったんじゃないかと思うんですけれども、今現在、平均をしますと8.89円ぐらいにな

っております。以上です。 

○議長（小澤五月江君） ６番、内田議員。 

○６番（内田隆久君） ６番、内田です。その非ＦＩＴの部分なんですけれども、2,089万

円というのは、荏原環境プラント経由で伊豆市、伊豆の国市の公共施設に行っていると

いうことで、これ、2,089万円という金額が出てますけども、これってどういう形で伊豆
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市、伊豆の国市に行ってるんでしょう。金額と、その流れがちょっとよくわからないん

ですけど。 

○議長（小澤五月江君） 事務局。 

○事務局（駒坂昭夫君） 今の非ＦＩＴ電力の売電の関係なんですけども、組合の方で行

っておりますのが、非ＦＩＴ電力を売る方の契約を荏原環境プラントと結んでおります。

で、そこから先の買う方、各構成市で今、公共施設なんかで使用されてます買う方につ

きましては、各構成市の方で契約しておりまして、申し訳ありませんけども、こちらの

方で詳しい内容が分からない状況です。こちらが、年間で大体2,089万円売っているとい

う状況は分かってるんですけれども、買っている方の構成市の方の、どういう形で買っ

ているのかという詳しい情報は、申し訳ないですけど、組合の方では存じておりません。

以上です。 

○議長（小澤五月江君） ６番、内田議員。 

○６番（内田隆久君） はい、すいません、６番内田です。わかりました。それは伊豆市、

伊豆の国市に行ってお伺いしたいと思いますけれども、売っているのが2,089万円で、買

っているのは、荏原環境プラントからそれぞれが買っている。比率は何かあるんですか。

両市の比率みたいのがあって、それを買っているってことになってるんでしょうか。 

○議長（小澤五月江君） 答弁願います。事務局。 

○事務局（駒坂昭夫君） 私も、途中まで話し合いに参加していたんですけども、当時は

半分半分だったか、ごみの割合かという話だったんですが、申し訳ありません、私の方

で、その最終的に伊豆の国市が何割、伊豆市が何割という、最終的な情報までは申し訳

ありません、確認ができておりません。以上です。 

○議長（小澤五月江君） ６番、内田議員。 

○６番（内田隆久君） ６番、内田です。そうすると当然通常の東京電力なり、他の電力

会社から買ってる金額より安い金額で買ってるっていうふうに思うんですけど、その金

額は幾らぐらいとかっていうのは分かってるんでしょうか。 

○議長（小澤五月江君） 答弁願います。事務局。 

○事務局（駒坂昭夫君） 申し訳ありません。そちらの金額についても、構成市の方でな

いと分からないもので、こちらの方では買っている金額については承知しておりません。

以上です。  

○議長（小澤五月江君） 内田議員よろしいでしょうか。組合に関することのみにしてく

ださい。では、６番内田議員。 

○６番（内田隆久君） はい、わかりました。次の質問に移りますけど、２番の人口減少

についてということで、両市の人口が基本計画の段階だと、6万5,688人で、先ほどの推

計ですと5万6,238人ということで、15％減ってるわけですけれども、先ほど管理者の説

明ですと、単純にその人口が減ったからといって、15％減ったからといってごみ量が減

るわけではなくて、逆に交流人口が増えると減らないんじゃないかという話なんですが、

それはまあそうかもしれませんが、計画上はそうだということだと思います。先ほどち

ょっと詳しく聞き取れなかったんですが、委託料については当然数量が下がると、委託

料も下がってくっていうことでよろしいでしょうか。 

○議長（小澤五月江君） 答弁願います。事務局。 

○事務局（駒坂昭夫君） 今のご質問にお答えします。ごみの処理量が下がりますと基本的

には運営の委託料が下がっていく形になります。以上です。 
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○議長（小澤五月江君） ６番、内田議員。 

○６番（内田隆久君） はい、わかりました。そうしますと売電の方が下がっても委託料

も下がれば、それほど急激に、仮にですね、観光交流人口が増えなかった場合でも、15％

がまるまるですね、負担が増える要因とはならないというふうに考えられると思うんで、

その点では理解をしたわけですけれども、あとですね、「人口減少だとかごみ減量で処理

量が下がったときの対策について」というふうに私はお伺いしたわけですが、管理者は

そうじゃなくて逆に増えるかもしれないんだよっていう説明だったんですが、これ、あ

の仮なんですけれども、そういったような、先ほど管理者が言われた、資源ごみとして

いるプラスチックの分別の基準を少し変えてですね、焼却対象のその他プラスチックの

部分を増やすということだと思うんですが、これで先ほど市長会と環境省と考え方が違

うんだよっていう話ではありますけれども、国はごみ減量化の推進をしていて、資源ご

みの再生を10％増を目指してくっていう国の令和12年度に目指していくっていうような、

国の、環境省なんですけども、その方針とその市長会の考え方が違くてもですね、現実

的に現場でそうやって、増やして売電量を上げてく方が、施設の運営上は、いいという

のは私もよく分かるので、そこら辺は国に対しての問題というのはないんでしょうか。 

○議長（小澤五月江君） 管理者。 

○管理者（菊地豊君） 重ねて申し上げますけれども、私どもは、人口が減って、それ以

外の要素がない市ではないんですね。日本有数の観光地のど真ん中である伊豆市、伊豆

の国市であるわけです。例えば別の例で申し上げますけども、今熱海市の人口が3万3,000

人ぐらいだと思います。ところが救急出動数はですね、人口10万人規模なんですよ。つ

まり、熱海市にとって人口3万3,000人の救急出動ではなくて、三島市並みの人口10万人

並みの救急車が出ている。観光地というのはですね、そういう観光交流客数が別の要素

となって大きな要因になってくるわけですね。それは、下水道もしかりですし、ごみ焼

却量もそうなります。で、観光のお客様は木の皮とかは持ってきませんから、大体包装

紙とかですね。カップラーメンだとかですね、そういった大体コンビニとかスーパーマ

ーケットで売ってるプラスチック系のものが多かったりしますよね。旅館さんのごみと

かですね、それも恐縮ですけれども、仲居さんがですね、全部観光のお客様のこっちが

紙こっちがプラスチックこっちがペットボトルと、100％分けてるようには思えない。私

は、冒頭申し上げました通り、経済が活性化するとごみの量は必ず増えるんです。そこ

は、そのバイオ系よりもですね、その他のごみが増える可能性の方が当然高いわけです

ね。伊豆の国市も伊豆市も観光振興政策やってるわけです。逆に言うと、伊豆市なんか

は伊豆の国市より人口減少が激しいので、ここをしっかりやらないと、行政サービスを

維持できるだけの経済活力も維持できませんから、必死でやってるわけです。ですから

私は当初計画したのはマイナス10％だったけれども、その通りにごみが減るとは思って

おりませんし、むしろ市長として増やす努力をしてるわけですね。一人当たりのごみの

分別の努力はするけれども、全体としてのごみの量は増えるような今努力をしているわ

けです。しかも全力で。加えてですね、令和６年度から森林環境譲与税が100％配分にな

って、伊豆市では、毎年6,000万円の森林環境譲与税が入ってまいります。森林整備が増

えると、伊豆市の森林整備の端材は、これ事業系のごみですから、産業廃棄物ではなく

て事業系のごみになりますから、そこは木質系が増える可能性もあります。そしてその

事業量が多くなってまいります。そういったことを全体的に考えれば、私はごみの処分

量がですね、将来にわたって減り続けるとはむしろ考えておりません。もし、仮に減っ
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たとしたら、それでもですね、この施設は、いろんな対応ができる準備をしております

ので、懸念には及ばないと考えております。 

○議長（小澤五月江君） ６番、内田議員。 

○６番（内田隆久君） ６番、内田です。事業ごみなんですけれども、国はですね、最終

処分場の確保が困難になっている状況から、令和12年度に事業ごみを予測値で40％減、

家庭ごみを25％、全体として30％削減する目標といって、事業ごみの方をですね、より

分別をちゃんとやんなさいよっていうふうな指針を出してるわけですね。ですから、管

理者がおっしゃるように、その間、観光客のごみもですね、分別の作業しなさいよって

いう方針を出してるんで、そこら辺の市長会というか、現場の考えと国の考えが変わっ

ても構わないんですか、ということを再度お伺いしたいわけですけど、その考え方とし

て、観光集客があって交流人口も増えてごみが減らないっていうお考えも分かるんです

が、減った場合にそういうことが問題にならないかということで、質問を再度させてい

ただきたいと思います。 

○管理者（菊地豊君） やはり、国って縦割りなんですよ。これ憲法でそう書いてあって

ですね、行政権は内閣に属すると書いてありますので、内閣は合議体ですから、国の制

度というのは、都道府県市町村だって最初から縦割りですので、環境省は環境省の立場

で「徹底して分別して処理をしなさい」、「ごみを減らしなさい」ということなんですが、

私共は常に総合政策ですから、一人当たりのごみの分別はしっかりやっていただきたい

けれど、しかし全体として経済活動、それから観光、特に消費は増やす努力を全力でし

てるわけです。私達は。そこは、ぜひご理解をいただきたい。その上で、その上でです

ね、やっぱり全国市長会は現場を持っていますので、全量を全て分別しろと言われても、

それは人間の生活行動に合わないところもあるので、しっかり分別をしてプラスチック

系のリユースもしながら、やむなく、通常の人間の生活において、汚れきったものだと

か、割れてちょっと汚れが付くバケツだとか、こういったものは、熱回収をしてでも、

より効率的な地球温暖化対策にしましょうということを申し上げてるわけであって、私

は大きな対立があるわけではない。若干立場によって相違がある。というように考えて

おります。 

○議長（小澤五月江君） ６番、内田議員。 

○６番（内田隆久君） ６番、内田です。分かりました。それでですね、（３）のところを

先にちょっとお伺いしたんですが、現在の災害発生時受け入れ可能な災害ごみ量は幾ら

かということなんですが、日７ｔというお答えだったんですけれども、私はちょっと勘

違いをしておりまして、基本計画で１日当たり83ｔ、年間3,295ｔというのがですね、そ

れで１日あたり59ｔをそのうち使うということだったんで、残りの24ｔがですね、災害

ごみ向けなのかなというふうに思ってたんですが、それではなくて７ｔというとこら辺

のその差異についてちょっとご説明をお願いしたいと思います。 

○議長（小澤五月江君） 管理者。 

○管理者（菊地豊君） あくまで設計上ですので、当初設計においては通常の焼却物は全

部燃やしながら余力を持って約10％ということでしたので、これをもって災害時にどう

対応するかというのは、現実的には別の比率になるかもしれません。で、問題はですね、

当初、この準備組合から組合になって設計した頃こういう議論がございました。この災

害予備はいらない、発電もいらない。そうすれば、100億はもっと安くなると。だけど、

もしそんなことをしてたら大変だったんですよ。今、能登半島はとてもひどい状況で、



- 11 - 

 

現場は東日本の現場よりひどいという方もいらっしゃいますけれども、日本全国で見た

ら極地災害なんです。私達の南海トラフ巨大地震は、局地災害ではないんです。この伊

豆半島から鹿児島県までのとんでもないエリアで、その端っこに伊豆半島は位置してい

て、およそ人様にお願いできる状況ではないわけですね。ですから、これだけの、かろ

うじて10％の予備、そのときに実際に日々どの程度を一般のごみにあてるか、どの程度

災害廃棄物対応にするかっていうのは、計画上は10％になっておりますけども、実際に

はそのときの状況によると、私は考えております。ただ心配なのは、そのときによそ様

にお願いできるような状況にはなっていないので、議論としては、ここにですね、大規

模災害が起こったときには、東日本であったように、やっぱり仮設の焼却場を作って、

10年かかるものは５年、５年かかるものは２年というような対応が必要になるのではな

いか、という気はしております。 

○議長（小澤五月江君） ６番、内田議員。 

○６番（内田隆久君） ６番、内田です。わかりました（１）と（２）の関連になります

けれども、東日本や熊本地震のときはですね、やはり災害ごみをですね、一時に仮設置

き場に置くわけですよね。それで分別をするなりして、業者委託して片付けていくわけ

ですけれども、それってですね、このクリーンセンターいずに持ち込む、その災害時に

持ち込むごみはですね、基本的には今、平時にやられている一般ルールですね、一般の

家庭に配布しているホームページに載ってるようなルールの中で、災害時も対応すると

いう考え方。ちょっと先ほど管理者の方もきっちり分別してということをおっしゃって

ましたけども、そこら辺は、災害時も地元の伊豆市、伊豆の国市の家庭もしくは事業所

から出るごみについては、平時のそのルールと同じということでよろしいでしょうか。 

○議長（小澤五月江君） 管理者。 

○管理者（菊地豊君） 非常に難しい判断になる場合もあるかなと思います。通常の生活

が行われているときのですね、ごみの分別も必要になりますが、南海トラフ巨大地震の

Ｌ２ぐらいのシナリオ、Ｌ１にすいません能登半島地震と同じぐらいにしましょうか。

そうすると伊豆の国市さんは海を持っていませんから、一番大きな災害を受けるのは伊

豆市の土肥ということになります。そのときに経済も停滞する。それから人の生活もか

なり抑制的になる。そのときに、一般的に今出ているごみの量がどのくらいになるかっ

て実は予測がつかないですね。ケースによって全く異なりますので、しばらく我慢して

いただけるものは玄関に置いておく、壊れてないのであれば。というようなことを、リ

アルに考えていきますと、なかなかこちらは75ｔ、災害用が７ｔというように綺麗には

分けられないんだろうと思います。ただ問題は、今、議員ご指摘のように、一次、二次

置き場を作って、そこから先は業者に任せて建設業が分別して、産廃業者にお願いして

燃やすということになるんですが、伊豆の国市のハザードマップは承知しておりません

が、伊豆市は、ちょっと震度６強があって、あとほとんど震度６弱、これが一番大きな

震度予測なんですね。沼津市からずっと向こうは伊豆市、伊豆の国市よりも遥かに大き

な産業地域で、もっともっとひどい損害が起こるわけです。そのときに沼津市や富士市

さんの産廃業者さんが、うちからの災害廃棄物をどの程度受け入れていただけるかと考

えると、そこは楽観的に考えることはできない。そんなことを先ほど申し上げたですね、

その82ｔの中でどの程度、通常のごみは我慢していただけるのか。災害廃棄物で急ぐも

のはやらなければいけない。その時は私達は多分、仮設のごみ焼却施設を作ることを予

期し覚悟しておかなければならないのではないか、と私は考えているわけです。 
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○議長（小澤五月江君） ６番、内田議員。 

○６番（内田隆久君） ６番、内田です。まさに災害ですので、今から想定することがな

かなか困難ということは分かるんですけれども、今回の能登半島の地震の場合はですね、

お隣の加賀市がですね、いろんなものを受け入れてるわけですが、その際にですね、事

前にですね、かなり詳細にわたって、「こういうものはいいよ、悪いよ」っていうとこら

辺のものを整理されていてやられてる例があるんですね。先ほど市長が、おっしゃって

たガスボンベだとか、バッテリー類は、処理できませんということをですね、事前にあ

る程度、その災害用にですね、平時じゃない部分のこととして、事前に取り決めという

か、ルール化をしていて。だけど、何かあったときに必ずしもその通りにいくかどうか

わかりませんけれども、ある程度の目安としてそういうものを用意して、現在対応して

いるというのを見ますとですね、やっぱり仮に、伊豆市、伊豆の国市内のものでなくて

もですね、受け入れる可能性は当然あるわけですので、そこら辺のルール化というか手

続きについて、平時に検討されるということはされないでしょうか。 

○議長（小澤五月江君） 管理者。 

○管理者（菊地豊君） そこは極めて大切な視点ですので、しっかり平時の間にですね、

伊豆市はなかなか場所がなくて困ってるんですけれども、例えば、天城ふるさと広場に

行くアクセス道路が生きていれば、そういったところに集めてですね、しっかり分別を

して、どのように分別するかはルール化しておく。 

伊豆の国市さんは、今どこに土地があるかわかりませんけれども、やはりそこでです

ね、最終的に処理する前段階での分別というものはかなり明確に準備をしておく、そし

て、それを多分担っていただくのは、よそ様の例ですと建設業者ですので、そこにもで

すね、平時から認識を共有しておく。状況によっては準備訓練をしておくことが大切だ

と思いますので、今議員ご指摘の通りだと考えております。 

○議長（小澤五月江君） ６番、内田議員。 

○６番（内田隆久君） ６番、内田です。本当に災害が起こるとですね、いろんなものが

混乱して、なかなかうまく動かないっていうのが、どこにでもあることですので、ぜひ

その点、今できることをよく考えていただいて、準備をされることをお願いして一般質

問を終わります。 

○議長（小澤五月江君） これにて６番内田議員の一般質問を終了いたします。 

 会議の途中ですが、10分間の休憩といたします。再開を10時30分とします。 

 

休憩 午前10時21分 

再開 午前10時30分 

 

○議長（小澤五月江君） 休憩を閉じ、会議を再開いたします。引き続き一般質問を行い

ます。８番、田中正男議員の発言を許可します。田中議員。 

[８番 田中正男君登壇] 

○８番（田中正男君） ８番議員、田中正男です。それでは一般質問を行います。 

１．１年間の実績等について。伊豆市伊豆の国市の廃棄物処理施設は、令和５年１月

から稼働を開始し、年度はまたぎますが、現在までに１年間余稼働してきました。そこ

で、１月から12月までの１年間の施設運転の実績等について質問します。（１）１年間の

受け入れごみ量は計画と比較して、２市それぞれどうであったでしょうか。（２）１年間
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の発電量と、売電額の実績は、計画と比較してどうであったでしょうか。（３）１年間の

稼働で、１号炉と２号炉の運転頻度は、計画と比較してどうであったでしょうか。（４）

１年間の稼働で、故障や修繕等はどうであったでしょうか。（５）１年間の稼働で、廃棄

物処理事業全体で問題等はなかったでしょうか。以上です。 

○議長（小澤五月江君） 田中議員の質問に対し、答弁を願います。管理者。 

[管理者 菊地豊君登壇] 

○管理者（菊地豊君） お答えいたします。（１）と（２）は先ほど答弁で申し上げた通り

です。（３）（４）（５）は、事務局から答弁をさせますが、やはりその５番目のですね、

焼却処理事業全体でというところが、冒頭申し上げました通り、施設はできたけれども、

事業としてはまだ完了していない、地元との約束を果たしていないということが最大の

課題でございます。 

○議長（小澤五月江君） 答弁を求めます。事務局。 

○事務局（駒坂昭夫君） それでは、田中議員のご質問にお答えいたします。まず初めに

（１）、１年間の受け入れごみ量と計画との比較についてでございます。12月までの１年

間の受け入れ実績と基本計画を比較しますと、伊豆市が約400ｔ、伊豆の国市が約200ｔ

搬入の実績が上回っております。次に、（２）発電量と売電額の計画との比較についてで

ございます。12月までの１年間の実績と、計画を比較しますと、発電量、売電量とも計

画より実績が上回っている状況です。また、年間の売電量、こちら事業者の提案なりま

すが、約3,610МWhに対して約4,800МWhとなっております。売電額は6,000万円を超える

と想定しております。次に、（３）１号炉と２号炉の運転頻度についてでございます。１

年間の運転日数は１号炉が311日、２号炉が322日と、基本計画の300日を上回る運転がで

きております。次に、（４）故障や修繕等についてでございます。大きな故障や修繕等は、

特にありませんでしたが、落雷の影響で、県道沿いに設置してあります排ガス濃度の表

示板が作動しない、という事象が一度生じております。なお、当日も施設自体停電しま

したが、あと施設は発電をしており停止することなく、稼動は続けておりました。次に

（５）廃棄物処理事業全体での問題点についてでございます。ごみの焼却に伴う焼却灰

の処理については、構成市の分担となりますが、ごみ袋の中に金属等が混入されており

ますと、不燃物として、焼却灰に入ってしまい灰重量が増えてしまいます。今後も焼却

灰を増やさないために、燃やせるごみの分別の徹底をお願いしたいと思っております。

以上となります。 

○議長（小澤五月江君） 答弁が終わりましたので、再質問を許します。再質問ございま

すか。８番田中議員。 

○８番（田中正男君） ８番、田中です。それでは（１）から順に追って再質問させてい

ただきたいと思います。受け入れごみ量は、両市とも予定より増えたということですけ

れど、ここで一つ聞きたいのは、当初計画では入っていました、伊豆市の木皮、貯木セ

ンターの木皮について、それを焼却する、日に200キロでしたか。当初そう聞いてたんで

すが、それについて、県の方が木皮は一切焼却しないことになったとかって聞いてます

が、この木皮の扱いはこの１年間どうだったんでしょうか。 

○議長（小澤五月江君） 答弁を求めます。事務局。 

○事務局（駒坂昭夫君） おっしゃる通りで、木皮については、私の記憶している限り、

一度入ってきたのみとなっております。ですので、数トン入ってきたというふうに記憶

しております。以上です。 
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○議長（小澤五月江君） 質問者、８番、田中議員。 

○８番（田中正男君） 少し入ってきただけだということですが、今後もう木皮の受け入

れはないということでよろしいでしょうか。 

○議長（小澤五月江君） 事務局。 

○事務局（駒坂昭夫君） 私どもの方でもその件、今、木皮をバイオマスで肥料にしてい

るという話は聞いてるんですけれども、詳しい状況がわからない、今後も続けて肥料に

するということを続けていくようでしたら、こちらへの搬入はあまりないのではないか

なと思っております。以上です。 

○議長（小澤五月江君） ８番、田中議員。 

○８番（田中正男君） 伊豆市が約400ｔ、伊豆の国市が約200ｔ計画より増えたというこ

となんですが、この主な理由については分かってますでしょうか。構成市でなきゃ分か

らないんでしょうか。もし、わかればお願いします。 

○議長（小澤五月江君） 答弁を求めます。事務局。 

○事務局（駒坂昭夫君） 詳しい原因というのはちょっとこちらでは把握しておりません

が、全体的に計画よりも多いというイメージなので、やはりその観光客だとかそのよう

な影響もあるのかなとは感じてはおります。以上です。 

○議長（小澤五月江君） ８番、田中議員。 

○８番（田中正男君） この焼却場ができるまでは伊豆の国市はそうですが、その他プラ

は他所へ出してたんですね。それで令和５年の、この稼働と一緒にその他プラを全部こ

こで焼却しているんですが、その数字というのはどのようになってるでしょうか。それ

が増えたことになっているのか、それは比較の対象として、同等に見てるのか、ちょっ

とその他プラの扱いについて伺います。 

○議長（小澤五月江君） 答弁願います。事務局。 

○事務局（駒坂昭夫君） その他プラに関することですけれども、こちらの搬入について、

その他プラのｔ数だけではちょっと把握できない部分がありますので、構成市の情報と

合わせないと、今の段階では答えられない状況です。以上です。 

○議長（小澤五月江君） ８番、田中議員。 

○８番（田中正男君） ということはこちらでは受け入れるときに、受け入れるごみの目

方は測るけれども、中が、可燃ごみとその他プラとかっていう分けで計測はしてないっ

てことでしょうか。 

○議長（小澤五月江君） 事務局。 

○事務局（駒坂昭夫君） おっしゃる通り、一部混合で入ってくるものがあるので、正確

な数値がちょっと把握できていないという状況です。以上です。 

○議長（小澤五月江君） ８番、田中議員。 

○８番（田中正男君） そこんとこがちょっとはっきりしないと、しょうがない。400ｔ、

200ｔの増加というのは、その他プラがどうなっているのか。実際その他プラは年間に400

ｔ、200ｔどころでなくて相当あると思うんですね。目方としてはね。その他プラは。そ

れ考えますと、ちょっとこのその他プラは構成市でないとわからないってことですね。

またそれは、構成市で聞きたいと思います。わかりました。 

それと、先ほどのごみ量について管理者は、「観光政策だからごみを増やすんだ」と言

いましたけれども、観光政策で、来てもらうのはいいんですけれど、「観光客は増やすけ

どごみはできるだけ減らすんだ」っていうのが基本じゃないですか。「もうごみは増えて
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もいいんだ」という言い方ですか。これっていうのは、今、先ほど内田議員からありま

した環境省、国も全体もそうなんですが、「ＣＯ2を減らしていこう」と、世界で取り組

んでいる中で、日本もそれをやろうということでしている中で、燃えるごみを増やすっ

ていう考え方はどうなのかと思うんですが、その点管理者いかがですか。 

○議長（小澤五月江君） 管理者。 

○管理者（菊地豊君） 観光客のお客様に対して、飲食店、コンビニに寄って、ちょっと

紙の案内か説明書か何かついてるお菓子を１個買うか２個買うか、どちらがいいですか。

２個買っていただく方がいいに決まってますよね。我々は人口減ってますから。80万人

のお客様を100万人にしたいんですよ。その増えた20万人は何にも買わないで帰った方が

いいのですか。田中議員。泊まって飲食して帰っていただきたいわけで、300万人来る方

が今1,000円使っていたら、2,000円使っていただきたいんですよ。だから、先ほどから

申し上げている通り、分別は可能な限りしていただくけれども、しかし、分別しきれな

いと思う。 

あるいは、私は16年前に市長になった頃にですね、伊豆の国市さんは分かりませんけ

ど、伊豆市で一番多かったのは、リサイクルセンターに持って行ったバケツとか洗面器

が汚いから持って帰れとか、こんなのは道に捨ててこいだとか、市民の皆さんから、「も

う二度と行かない」、「山に捨ててくる」っていういろんなご批判をいただいたんです。

当初市長になった頃に一番評判が悪かったのが、リサイクルセンターだったんです。今

はものすごく評判が良くて、もう全く苦情が来ないようになりましたけれども、そうい

ったものを全部じゃないですよ、きれいな洗面器やきれいなバケツだけども、ある程度

汚れで落ちないものとか壊れた物とかは、燃やしてもらって結構ですよ。だけど、それ

は熱回収して、電気として使いますということが、私はやっぱりより合理的だと思って

います。で、経済はですね、ここは製造業が来るわけじゃありませんから、トヨタやパ

ナソニックが来て残った廃棄物は全部産業廃棄物で処理できるような産業構造になって

いませんので、やはり、観光消費はぜひとも増やさせていきたい。それが市民への、や

っぱりより公益性の高い方向性だと考えています。 

○議長（小澤五月江君） ８番、田中議員。 

○８番（田中正男君） 管理者として伊豆市長としての考えは分かりますけれども、対極

的に見たら観光客も増やす、地元も潤うというのは当然ですけど、トップにいるわけで

すから、それは私も全然否定しません。ただ、地球全体を今ね、ＣＯ2削減していこうと

いう中で、「ごみを増やしていいんだ」っていう言い方は、ちょっと誤解を招くと思いま

す。「できるだけ減量してもらうんだ」、「来てもらうけど、協力してもらうんだ」ってい

う立場を取るべきだと私は思います。 

それで、次の２番の１年間の発電ですけれども、これも予定を上回ったっていうのは、

やはりこれはごみの量が増えたから上回ったということなんでしょうか。それに比例し

てるんでしょうか。 

○議長（小澤五月江君） 答弁を求めます。事務局。 

○事務局（駒坂昭夫君） 今のご質問にお答えします。おっしゃる通り、ごみ量が増えた

ことも要因の一つだと思われますが、事業者の方で、できるだけ処理の効率がいいとき

に燃やしたりですとか、そういう工夫をしてくれたのもその一つの要因だと思います。

以上です。 

○議長（小澤五月江君） ８番、田中議員。 
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○８番（田中正男君） 分かりました。これについてはいいです。次の３番に行きます。（３）

の１、１号炉と２号炉の稼働ですけれども、予定の300日を上回って311日と322日という

ことで、かなり稼働をしたわけなんですけれども、この稼働しているのは、一日交代と

いうことはないと思うんですが、両方稼動してる時もありますけれども、休む間隔はど

のぐらいにみてるでしょうか。というのは、しょっちゅう火を入れたり落としたりする

ってのはよくないんで、できるだけ通した方がいいと思うんですが、そういう工夫はさ

れていると思うんですが、実際空いてるのは何日くらいあったんでしょうか。 

○議長（小澤五月江君） 答弁をお願いします。事務局。 

○事務局（駒坂昭夫君） 田中議員のご質問の休炉、炉を休ませる期間のことだと思うん

ですけれども、例えば今年の例でいきますと、５月に１炉、２炉とも20日から30日ぐら

いですかね、休炉期間をとって炉の点検を行っています。その他、10月、11月に、半月

程度、１号炉と２号炉の時期をずらしながら、炉の点検などを行って休炉状態となって

おります。そのような形で片炉ずつ休ませながらも、売電もできるような状態、発電も

している状況でごみの処理をしております。以上です。 

○議長（小澤五月江君） ８番、田中議員。 

○８番（田中正男君） 当然これ運転中は24時間稼動でしょうか。確認します。 

○議長（小澤五月江君） 事務局。 

○事務局（駒坂昭夫君） おっしゃる通り24時間稼働となっております。以上です。 

○議長（小澤五月江君） ８番、田中議員。 

○８番（田中正男君） それでは、次の（４）ですけれども、故障や修繕ということで質

問しましたけど、落雷により道路の表示板が落ちたということをおっしゃった。表示しな

くなったってことだったけど、それだけ。それはすぐ復旧できたと思うんですが、問題は

なかったと思いますが、この他修繕もなかったかと思うんですが、報告なかったですから。

これ、荏原環境プラントの方、管理して運営しているところとは絶えずそういう故障とか、

そういう修繕は報告があるんでしょうか。その辺について伺います。 

○議長（小澤五月江君） 事務局。 

○事務局（駒坂昭夫君） 修繕とかがあるたびに、こちらに報告は上がります。ただ、あ

まりにもちっちゃいようなものについては、例えばちょっと部品を交換しただけですと

か、そういうものについては上がってこないものもございます。以上です。 

○議長（小澤五月江君） ８番、田中議員。 

○８番（田中正男君） 最後の（５）ですけれども、これについては、焼却灰の問題や金

属の混入など、その分別をもう少し徹底しないと、焼却灰が増えるというような話は伺

いました。それと管理者から地元とのまだ当初の約束が果たされてないっていうことも

承知しました。それで、今回これ一連の実績等について、両市議会やあるいは市民等に

１年間稼働してこうだったとかっていう報告は予定されているんでしょうか。 

○議長（小澤五月江君） 事務局。 

○事務局（駒坂昭夫君） この後に、全員協議会を予定しておりますが、その際には１年

間ですね、１月から12月までの１年間の運転報告をさせていただきたいと思ってます。

以上です。 

○議長（小澤五月江君） ８番、田中議員。 

○８番（田中正男君） わかりました。今回は、１年間の稼働ということで実績等につい

て伺いました。特に問題があるからっていう質問じゃなかったんですけれど、いろいろ
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質問しました。以上です。よろしくお願いします。 

○議長（小澤五月江君） これにて、８番、田中議員の一般質問を終了いたします。 

 

◎議案第１号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（小澤五月江君） 日程第６、議案第１号「静岡県市町総合事務組合規約の変更に

ついての専決処分の報告および承認について」を議題といたします。管理者に提案理由

の説明を求めます。 

[管理者 菊地豊君登壇] 

○管理者（菊地豊君） 議案第１号について提案理由を申し上げます。本案は、当組合が

加入しております静岡県市町総合事務組合規約の変更について専決処分といたしました

ので、承認を求めるものです。内容は、静岡県市町総合事務組合の加入団体である「浜

名湖競艇企業団」を「浜名湖ボートレース企業団」に名称を改めるものでございます。 

  組合の規約の変更については、同組合の構成団体全てにおいて議決、議会の議決が必

要となります。議決後に各種構成団体が提出する協議書の日付が同組合により統一され

ており、緊急を要するため、議会を招集する時間的余裕がなかったことから、専決処分

といたしました。ご承認いただきますようお願い申し上げます。 

○議長（小澤五月江君） 説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。質疑はご 

ざいますか。 

（「ありません」との声あり） 

○議長（小澤五月江君） 質疑なしと認めます。これにて質疑を終結いたします。続いて、 

討論に入ります。討論はございますか。 

（「ありません」との声あり） 

○議長（小澤五月江君） 討論なしと認めます。これにて討論を終結いたします。 

これより採決に入ります。採決は起立表決により行います。議案第１号「静岡県市町

総合事務組合規約の変更についての専決処分の報告および承認について」を、原案のと

おり決することに賛成の方の起立を求めます。 

[全員起立] 

○議長（小澤五月江君） 全員起立です。よって、本案は原案のとおり承認されました。 

 

◎議案第２号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（小澤五月江君） 日程第７、議案第２号「令和６年度伊豆市伊豆の国市廃棄物処

理施設組合会計予算」を議題といたします。管理者に提案理由の説明を求めます。管理

者。 

 [管理者 菊地豊君登壇] 

○管理者（菊地豊君） 議案第２号について提案理由を申し上げます。本案は、令和６年

度伊豆市伊豆の国市廃棄物処理施設組合会計予算で、歳入歳出予算の総額は、５億2,000

万円となっております。 

主な事業は、「ごみ処理施設の運営業務委託」及び、「地域計画策定業務委託」等でご

ざいます。詳細について、事務局に説明をさせます。 

○議長（小澤五月江君） 事務局に内容説明を求めます。事務局。 

[事務局 駒坂昭夫君登壇] 

○事務局（駒坂昭夫君） それでは、議案第２号「令和６年度伊豆市伊豆の国市廃棄物処
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理施設組合会計予算」の内容説明をさせていただきます。予算書、表紙に「令和６年度

伊豆市伊豆の国市廃棄物処理施設組合会計予算書」と記載してございます冊子の、１ペ

ージをお願いいたします。第１条では、歳入歳出予算の総額を５億2,000万円と定めてお

ります。第２条では、債務負担行為の事項、期間及び限度額を定めております。 

次に、４ページ、５ページをお願いいたします。初めに、４ページ、第１表、歳入歳

出予算の歳入でございます。１款分担金及び負担金は、１項負担金、４億7,892万5,000

円でございます。こちらは、構成市である伊豆市、伊豆の国市からの負担金でございま

す。２款諸収入の、１項雑入は、4,107万4,000円でございます。これは、施設稼働に伴

う売電収入として4,100万円に加え、コピー料、自動計量に用いるICカード再発行料、自

動販売機電気料金を計上してございます。預金利子については、令和６年１月からの指

定金融機関の変更に伴い、担保金の預入先を無利息型普通預金に切替えたため、廃目と

いたしました。３款繰越金は、１項繰越金に1,000円計上しております。以上、歳入合計

額は、５億2,000万円となります。 

次に５ページをお願いいたします。歳出でございます。１款議会費、１項議会費は、

39万6,000円でございます。定例会２回、臨時会２回、全員協議会２回分の経費を計上し

てございます。２款総務費、１項総務管理費は4,964万7,000円でございます。総務管理

費の続きとなりますが、12ページから15ページをご覧ください。２款総務費、１項総務

管理費、１目一般管理費の総務一般管理事業の主な支出は、組合職員４名分の人件費負

担金となります。その他、地域計画策定業務委託料として、870万1,000円、温暖化対策

実行計画策定業務委託料として、218万9,000円などを計上しております。５ページにお

戻り願います。２項監査委員費は21万4,000円で、２款総務費合計は4,986万1,000円でご

ざいます。 

続いて、３款衛生費、１項清掃費は、４億6,774万3,000円でございます。清掃費の説

明の続きとなります。14ページ、15ページをお願いいたします。３款衛生費、１項清掃

費、１目塵芥処理費の施設運営管理事業に４億6,774万3,000円を計上しております。主

な事業としまして、「新ごみ処理施設運営業務委託料」が４億6,188万円、その他運営の

監視支援業務「モニタリング業務委託料」が528万6,000円などでございます。５ページ

にお戻り願います。４款予備費は200万円でございます。以上、歳出合計額は、5億2,000

万円となります。 

続いて、６ページをお願いいたします。第２表、債務負担行為であります。事項は、

運営業務に関するモニタリング支援業務委託で、期間は令和７年度、限度額は271万1,000

円であります。現在のモニタリング支援業務につきましては、運営が開始されました令

和５年１月から実施しており、令和６年６月30日までの18ヶ月間の契約となっておりま

す。これまで順調に運営してきたことから、７月からの業務については業務仕様書の見

直しを検討しております。運営会社の決算に伴う財務諸表の確認が必要なため、３月ま

での単年度契約では無く、２年度に渡る契約が必要なため、令和６年度予算にて債務負

担行為の設定をするものです。 

予算の説明は以上となりますが、詳細につきましては７ページ以降の「歳入歳出予算

事項別明細書」及び別途配付しております「令和６年第１回（２月）組合議会定例会に

上程する議案について（説明書）」をご覧いただきたいと思います。以上で説明を終わり

ます。 

○議長（小澤五月江君） 説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。質疑の通 
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告がありましたので、これを許可します。８番田中正男議員。 

[８番 田中正男君登壇] 

○８番（田中正男君） ８番議員の田中です。それでは議案第２号令和６年度予算につい

て質問いたします。歳出２款１項１目15ページであります。総務一般管理事業、12－45、

温暖化対策実行計画策定業務委託料218万9,000円についてです。地球温暖化対策推進法

による実行計画の策定と思いますが、質問します。①廃棄物の焼却による温室効果ガス

排出量の削減の実行計画については、構成市の実行計画から外され、当組合に任されて

います。どのようにして削減するのか、②いつの温室効果ガス排出量を基準として、い

つを目標にするのか、③削減目標は何％か。④廃プラスチック類焼却の排出量と一般廃

棄物焼却の排出量はどのように分けて算出するのか。 

次に、３款１項１目同じく15ページです。施設運営管理事業12－40新ごみ処理施設運

営業務委託料４億6,188万円についてであります。①契約時における毎年度の業務費は、

20年間の定額の４億3,573万2,000円でしょうか、②物価変動に基づく改定額は契約で規

定されているのでしょうか。2,559万円の根拠は何でしょうか。③ごみ量超過分は何を基

準に超過と言ってるのでしょうか。契約に規定してあるのでしょうか。また見込み分、

55万8000円の根拠は何でしょうか。以上です。 

○議長（小澤五月江君） ただいまの田中正男議員の質疑に対し、答弁を求めます。管理

者。 

[管理者 菊地豊君登壇] 

○管理者（菊地豊君） 事務局に答弁をさせます。 

○議長（小澤五月江君） それでは答弁願います。事務局。 

○事務局（山地浩司君） それでは、まず２款の総務一般管理事業12－45、温暖化対策実

行計画策定業務委託料につきましてご説明申し上げます。 

まず、①廃棄物の焼却による温室効果ガス排出量の削減の実行計画については、構成

市の実行計画から外され、当組合に任されている。どのようにして削減するのか。でご

ざいますが、削減方法につきましては、クリーンセンターいずの現状の排出量を調査し、

その排出量に対してどのような削減策が考えられるかという作業を、本委託事業の中で

実施していくということを想定しております。どのように削減するかというご質問です

が、大きく分けて、施設全体のエネルギー消費と、ごみの焼却、それの減量による温室

効果ガスの削減であろうかという想定をしてございます。 

施設のエネルギー消費の削減につきましては、最新の設備でございます。それから省

エネ対応の施設であることを考えますと、なかなか難しいのではないかというふうに考

えておりますが、受託事業者のノウハウを参考にして整理を考えております。 

次に、ごみ量に伴う温室効果ガスの削減につきましては、構成市が作成いたしました

ごみ処理に関する各種計画をもとに、組合の計画を作成するものと考えておりますが、

こちらも受託事業者との協力により調査し、減量、削減量等の計画策定をすることを考

えてございます。次に、②いつの温室効果ガス排出量を基準として、いつを目標にする

のかについてでございますが、ガス排出量につきましては、現状では年度のデータがご

ざいません。従いまして、来年度の委託事業の中で令和５年度のデータ等をもとにして、

調査集計を行い、排出量や基準日を確定をしていきたいと考えております。目標につき

ましては、国の地球温暖化対策計画に即し、2030年度までの計画になるものと考えてお

ります。 
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次に③削減目標は何％かでございますが、環境省の策定実施マニュアルにおきまして

は、まず、温室効果ガス総排出量を把握をすると、その排出量を基にして削減目標を検

討となりますので、来年度のこの計画策定業務の中で定めてまいりたいと考えておりま

す。 

次に、④廃プラスチック類焼却の排出量と一般廃棄物焼却の排出量はどのように分け

て算出するかでございますが、環境省のマニュアルによりますと、物質ごとに排出量の

計算は違っておりますが、排出量が多い二酸化炭素につきましては、「廃プラスチック類

は、家庭や事業者から排出される様々な種類のごみの一部として含まれているため、通

常その焼却量から排出量を直接的に把握することは困難であり、何らかの計算により設

計する」となってございます。この辺りも含めまして、受託事業者のノウハウにより計

算することを想定してございます。 

引き続きまして、３款施設運営管理事業、12－40、新ごみ処理施設運営業務委託料、4

億6,188万円につきましてご説明いたします。①契約時における毎年度の業務費は20年間

の定額の4億3,573万2,000円か、それから③のごみ量超過分は何を基準に超過か、契約に

規定か、見込み分55万8,000円の根拠は何かにつきましては、関連がございますので、併

せてお答えいたします。4億3,573万2,000円の業務費につきましては、運営固定費とごみ

量の変動に伴う運営変動費が含まれてございます。ごみ量につきましては先ほど来今年

の推定が多かったというようなご説明を申し上げておりますが、計画ごみ量の2万1,293

ｔを基本としております。③でご質問のごみ超過分につきましては、この計画ごみ量を

基準として超過する場合は、業務費が増加します。また減少しますと業務費が減額され

るという形になります。従いまして、①の毎年度の業務費は定額の4億3,573万2,000円以

下につきましては、運動変動費の基準となるごみ量の増減で変動いたします。次に、55

万8,000円の根拠でございますが、先ほど来申し上げている通り、昨年のごみ量が計画よ

り多かったということで、６年度もその数字をもとにして計上させていただいておりま

す。次に②物価変動に基づく改定額は契約で規定されているのか、2,559万円の根拠は何

かについてですが、物価変動に基づく会計につきましては、計画で規定されてございま

す。平成30年度の物価指数を基準といたしまして、日本銀行や厚生労働省の統計データ

を用い、年に１回改正を行ってございます。以上でございます。 

○議長（小澤五月江君） 再質問を許します。質問はございますか。８番、田中正男議員。 

○８番（田中正男君） それではまず、一般管理事業の12-45、地球温暖化対策実行計画策

定業務の方について伺います。この策定というのは環境省が出しているＣＯ2地球温暖化

効果ガスを減らしていこうという計画で国も目標を持ってやってるんですけれども、私

の登壇のときに言いましたように、構成市ではこれを外してるんですね。でも本当は構

成市が市民を対象に、ごみの減量化をして減らしていくのが本当かと思うんですが、こ

ういう組合がある場合はこちら燃している所の組合が自治体として、やる必要があると

いうことでなってるようですので、この当組合がこの実行計画を作るということなんで

すが、本来は構成市がこれについて取り組むべきだと思うんですが、これ、ごみ減量化

というのはこの組合の所要業務になってるんでしょうか。 

○議長（小澤五月江君） 答弁を求めます。事務局。 

○事務局（山地浩司君） ごみの削減につきましてはですね、原則は構成市の方の業務に

なってございます。 

○議長（小澤五月江君） ８番、田中正男議員。 
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○８番（田中正男君） 先ほどの答弁では、施設全体の施設の省エネの関係と、あとごみ

の減量化だって先ほど答弁ありましたけれども、そこで言っているこのごみの減量とい

うのは、ごみの減量が必要で、それによって目標達成していくんだという意味で取るん

ですけれども、実際にごみ減量をするのは、構成市、あるいはその構成の市民が協力す

るということですよね。それを確認したいと思います。 

○議長（小澤五月江君） 答弁を求めます。事務局 

○事務局（山地浩司君） 我々の今回の策定につきましてはですね、おそらくその構成市

が作る各種の計画、基本計画等があると思います。その削減計画ですとか、それらを盛

り込んだ計画を作成するのではないかと思っておりますので、こちらが削減をする計画

というのはちょっと作れないものですから、そういった構成市の計画を基にして作る、

あるいは基本計画で先ほど管理者が申し上げた通り10％という数字もありますので、そ

ういったものを基準として作成をしていくものになろうかと考えております。以上です。 

○議長（小澤五月江君） ８番、田中正男議員。 

○８番（田中正男君） それでは、今度、運営業務委託の方について質問、再質問します

けれども、私の質問の中で何ヶ所か契約事務は適正かということで、実は契約書の資料

提供を求めて、今朝もらいましたけれども、その中にいろいろ入ってるんですが、確か

に業務運営委託費と変動委託費、変動するということで、その処理対象物の量に応じて

支払うのと、それから物価によって変動した場合はそれによって支払うっていうのをし

っかり書いてあるんですけれども、これ減ることも想定している。減った場合は減らす

ということを先ほど答弁いただいたんですが、これは一番初めに契約した入札で決まっ

た総額の87億円何がしの金額なんですが、それが動くってことでよろしいでしょうか。 

○議長（小澤五月江君） 答弁者、事務局。 

○事務局（山地浩司君） その通りでございます。固定費と変動費合わせて、その変動費

につきましては先ほど来申し上げた通り、2万1,000何がしという計画のものをベースに

しておりますので、そのままずっといけば、今の金額が減れば減ってくるというような

たてつけになっております。以上です。 

○議長（小澤五月江君） ８番、田中正男君。 

○８番（田中正男君） 最後になりますが、今回予算に入ってませんけどもし災害があっ

た場合は、災害のそのごみ量も当然これにて変動として算出されてその分は支払うとい

うことになるんですね。ちょっと最後にもう一度確認します。 

○議長（小澤五月江君） 答弁者、事務局。 

○事務局（山地浩司君） その通りでございます。お見込みの通りです。以上です。 

○議長（小澤五月江君） これにて質疑を終結いたします。 

 次に、討論に入ります。討論はございますか。 

（「ありません」との声あり） 

○議長（小澤五月江君） 討論なしと認めます。これにて討論を終結いたします。 

これより採決に入ります。採決は起立表決により行います。 

議案第２号「令和６年度伊豆市伊豆の国市廃棄物処理施設組合会計予算」を、原案の 

 とおり決することに賛成の方の起立を求めます。 

[全員起立] 

○議長（小澤五月江君） 全員起立であります。よって、本案は原案のとおり可決されま

した。 



- 22 - 

 

 

◎議案第３号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（小澤五月江君） 日程第８、議案第３号「伊豆市伊豆の国市廃棄物処理施設組合 

管理者等の損害賠償責任の一部の免責に関する条例の一部を改正する条例の制定につい 

て」を議題といたします。管理者に提案理由の説明を求めます。管理者。 

[管理者 菊地豊君登壇] 

○管理者（菊地豊君） 議案第３号について、提案理由を申し上げます。本案は、地方自

治法の改正による条ずれに対応するものです。議案書の９ページにございます、地方自

治法の改正に伴い、第１条中「第243条の２第１項」を「第243条の２の７第１項」に、

同条中「第243条の２の２第３項」を「第243条の２の８第３項」に改めるものです。令

和６年４月１日からの施行となります。新旧対照表につきましては10ページをご覧くだ

さい。 

なお、この類のですね、法律改正による条例改正や、あるいは一部事務組合の規約改

正に伴う、事実上この組合に拒否権、決定権限がないものについては、これからちょっ

と議会の皆さんとお諮りをさせていただき、専決の対象とさせていただければと思って

おります。以上よろしくお願いします。 

○議長（小澤五月江君） 説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。質疑はご

ざいますか。 

（「はい」との声あり） 

○議長（小澤五月江君） ８番、田中正男議員。 

○８番（田中正男君） 田中です。この今回の改正は、条ずれかと思いますので、中身に

ついての変更はないということでよろしいでしょうか。 

○議長（小澤五月江君） 答弁を求めます。事務局。 

○事務局（駒坂昭夫君） おっしゃる通り、内容についての変更はありません。 

○議長（小澤五月江君） 他にございますか。質疑なしと認めます。これにて質疑を終結

いたします。 

続いて、討論に入ります。討論はございますか。 

（「ありません」との声あり） 

○議長（小澤五月江君） 討論なしと認めます。これにて討論を終結いたします。 

これより採決に入ります。採決は起立表決により行います。 

議案第３号「伊豆市伊豆の国市廃棄物処理施設組合管理者等の損害賠償責任の一部の

免責に関する条例の一部を改正する条例の制定について」、原案のとおり決することに賛

成の方の起立を求めます。 

[全員起立] 

○議長（小澤五月江君） 全員起立であります。よって、本案は原案のとおり可決されま

した。 

 

◎議案第４号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（小澤五月江君） 日程第９、議案第４号「伊豆市伊豆の国市廃棄物処理施設組合

監査委員の選任について」を議題といたします。管理者に提案理由の説明を求めます。

管理者。 

[管理者 菊地豊君登壇] 
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○管理者（菊地豊君） 議案第４号について、提案理由を申し上げます。本案は、地方自

治法第 196 条第 1 項に基づく監査委員の選任同意についてお願いするものです。識見を

有する者のうちから選任する監査委員の同意について、現在、監査委員に選任しており

ます渡邉光由氏に引き続き監査委員をお願いするものです。同氏は、昭和 47年から平成

21年までの 37年余りにわたりスルガ銀行株式会社に勤務され、その後、審査部審議役に

就任されました。令和元年 10月からは伊豆市の代表監査委員を務めるなど、豊富な知識

と経験を有しており、引き続き適任者と考えております。ご同意賜りますようよろしく

お願いいたします。 

○議長（小澤五月江君） 説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。質疑はご

ざいますか。 

（「ありません」との声あり） 

○議長（小澤五月江君） 質疑なしと認めます。これにて質疑を終結いたします。 

続いて、討論に入ります。討論はございますか。 

（「ありません」との声あり） 

○議長（小澤五月江君） 討論なしと認めます。これにて討論を終結いたします。 

これより採決に入ります。採決は起立表決により行います。 

議案第４号「伊豆市伊豆の国市廃棄物処理施設組合監査委員の選任について」、原案の

とおり決することに賛成の方の起立を求めます。 

[全員起立] 

○議長（小澤五月江君） 全員起立であります。よって、本案はこれに同意することに決

定しました。 

 

◎閉会の宣告 

○議長（小澤五月江君） 以上で、本定例会に付議されました案件はすべて終了いたしま

した。 

お諮りいたします。本定例会で議決された事件の字句及び数字、その他の整理を要す

るものにつきましては、伊豆市伊豆の国市廃棄物処理施設組合議会会議規則第39条の規

定に基づき、その整理を議長に委任していただきたいと考えますが、ご異議ございませ

んか。 

（「異議なし」との声あり） 

○議長（小澤五月江君） 異議なしと認めます。よって、整理は議長に委任、とさせてい

ただきます。 

これにて令和６年第１回伊豆市伊豆の国市廃棄物処理施設組合議会２月定例会を閉会

いたします。ご苦労さまでした。 

 

 

閉会 午前11時19分  
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